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第
四
条
第
三
項
中
第
十
八
号
を
第
二
十
一
号
と
し
、
第

十
四
号
か
ら
第
十
七
号
ま
で
を
三
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第

十
三
号
を
第
十
五
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加

え
る
。

十
六

播
種
性
ク
リ
プ
ト
コ
ッ
ク
ス
症

第
四
条
第
三
項
中
第
十
二
号
を
第
十
四
号
と
し
、
第
十

一
号
を
第
十
二
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え

る
。十

三

水
痘
（
患
者
が
入
院
を
要
す
る
と
認
め
ら
れ
る

も
の
に
限
る
。）

〔
省

令
〕

〇
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対

す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一

部
を
改
正
す
る
省
令（
厚
生
労
働
一
〇
三
）

J

〔
告

示
〕

〇
政
治
資
金
規
正
法
の
規
定
に
基
づ
き
、
登

録
政
治
資
金
監
査
人
証
票
を
亡
失
し
た
旨

の
書
面
の
提
出
が
あ
っ
た
の
で
、
そ
の
旨

を
公
告
す
る
件

（
政
治
資
金
適
正
化
委
五
九
）

K

〇
改
正
さ
れ
た
第
三
海
兵
機
動
展
開
部
隊
の

要
員
及
び
そ
の
家
族
の
沖
縄
か
ら
グ
ア
ム

へ
の
移
転
の
実
施
に
関
す
る
日
本
国
政
府

と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
政
府
と
の
間
の
協
定

に
基
づ
く
日
本
国
政
府
に
よ
る
資
金
の
提

供
に
関
す
る
書
簡
の
交
換
に
関
す
る
件

（
外
務
三
〇
四
）

〇
強
制
執
行
、
仮
差
押
え
及
び
仮
処
分
を
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
海
外
の
美
術
品
等
を

指
定
す
る
件
（
文
部
科
学
一
二
五
）

〇
種
苗
法
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ

き
品
種
登
録
し
た
件

（
農
林
水
産
一
一
九
七
）

L

労

働

最
低
賃
金
の
改
正
決
定
に
関
す
る
公
示

（
滋
賀
労
働
局
最
低
賃
金
公
示
一
）

Q

国
家
試
験

平
成
二
十
六
年
度
技
術
士
第
一
次
試
験
の
試

験
会
場
（
文
部
科
学
省
）

Q

〔
公

告
〕

諸
事
項

官
庁有

権
者
申
出
方
、土
地
改
良
事
業
計
画（
国

営
ニ
セ
コ
・
国
営
雨
竜
暑
寒
）
関
係

Q

裁
判
所

相
続
、
公
示
催
告
、
失
踪
、
除
権
決
定
、

破
産
、
免
責
、
特
別
清
算
、
再
生
関
係

R

特
殊
法
人
等

企
業
年
金
基
金
変
更
関
係

L
J

会
社
そ
の
他

〇
農
林
物
資
の
規
格
化
及
び
品
質
表
示
の
適

正
化
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
基
づ
き
、

登
録
認
定
機
関
の
登
録
を
更
新
し
た
件

（
同
一
一
九
八
）

O

〇
エ
ネ
ル
ギ
ー
管
理
士
の
試
験
及
び
免
状
の

交
付
に
関
す
る
規
則
第
十
四
条
の
規
定
に

基
づ
き
登
録
研
修
機
関
の
登
録
事
項
を
変

更
す
る
届
出
が
あ
っ
た
件

（
経
済
産
業
一
八
五
）

O

〇
海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関

す
る
法
律
に
基
づ
く
型
式
承
認
等
を
し
た

件
（
国
土
交
通
八
九
二
）

〇
宅
地
建
物
取
引
業
法
の
規
定
に
基
づ
く
登

録
講
習
機
関
の
登
録
を
し
た
件

（
同
八
九
三
）

〇
建
築
基
準
法
の
規
定
に
基
づ
く
指
定
確
認

検
査
機
関
の
指
定
等
を
し
た
件

（
同
八
九
四
）

〇
道
路
に
関
す
る
件

（
九
州
地
方
整
備
局
一
八
七
）

〔
国
会
事
項
〕

P

〔
人
事
異
動
〕

内
閣

内
閣
府

復
興
庁

財
務
省

文
部

科
学
省

P

〔
皇
室
事
項
〕

Q

〔
官
庁
報
告
〕

官
庁
事
項

法
務
省
防
災
業
務
計
画
の
修
正
要
旨
の
公
表

に
つ
い
て
（
法
務
省
）

Q

〇
厚
生
労
働
省
令
第
百
三
号

感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に

関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
十
四
号
）
第
六
条
第

六
項
第
九
号
、
第
十
二
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
十
四
条

第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症

の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部

を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
六
年
九
月
九
日

厚
生
労
働
大
臣

塩
崎

恭
久

感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医

療
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

省
令

感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に

関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
年
厚
生
省
令
第
九
十
九

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
第
三
十
六
号
を
第
三
十
八
号
と
し
、
第
二
十

三
号
か
ら
第
三
十
五
号
ま
で
を
二
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第

二
十
二
号
を
第
二
十
三
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号

を
加
え
る
。

二
十
四

播
種
性
ク
リ
プ
ト
コ
ッ
ク
ス
症

第
一
条
中
第
二
十
一
号
を
第
二
十
二
号
と
し
、
第
十
二

号
か
ら
第
二
十
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
条
第

十
一
号
中
「
第
十
三
号
か
ら
第
十
五
号
ま
で
」
を
「
第
十

四
号
か
ら
第
十
六
号
ま
で
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
十

二
号
と
し
、
同
条
中
第
五
号
か
ら
第
十
号
ま
で
を
一
号
ず

つ
繰
り
下
げ
、
第
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五

カ
ル
バ
ペ
ネ
ム
耐
性
腸
内
細
菌
科
細
菌
感
染
症

˜
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